
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等

の一部を改正する法律案

可＝三三云う-の一用'FI1集
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｢法曹の養成のための中核的な教育機関としての法科大学院における教育の充実」の例

○
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
ｉ
携
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）

理
由

国
の
規
制
の
撤
廃
又
は
緩
和
の
一
層
の
進
展
そ
の
他
の
内
外
の

社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
司
法
の
果
た
す
べ
き
役
割
が
よ

り
重
要
に
な
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
高
度
の
専
門
的
な
能
力
及
び

優
れ
た
資
質
を
有
す
る
多
数
の
法
曹
の
養
成
を
図
る
た
め
、
法
曹

’
し
て
の
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
の
充
実
、
法
科
大
学

け
る
教
育
と
司
法
試
験
及
び
司
法
修
習
生
の
修
習
と
の
有

携
の
確
保
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
基
本
と
な
る
事
項
を

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由

の
養
成
の
基
本
理
念
並
び
に
そ
の

?

た
め
の
中

、

）

核
的
な
教
育
機
関
と

、
法
科
大
学
院
に
お

修
習
と
の
有
機
的
連

な
る
事
項
を
定
め
る

出
す
る
理
由
で
あ
る
。

｢高度の専門的な能力及び優れた資質を有する法曹」の例

‐
ノ

○
法
科
大
学
仇
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）

理
由

国
の
規
制
の
撤
廃
又
は
緩
和
の
一
層
の
進
展
そ
の
他
の
内
外
の

社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
司
法
の
果
た
す
べ
き
役
割
が
よ

優
れ
た
資
質
を
有
す
る
多
数
の
法
曹
の
養
成
を
図
る
た
め
、
法
曹

の
養
成
の
基
本
理
念
並
び
に
そ
の
た
め
の
中
核
的
な
教
育
機
関
と

し
て
の
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
の
充
実
、
法
科
大
学
院
に
お

け
る
教
育
と
司
法
試
験
及
び
司
法
修
習
生
の
修
習
と
の
有
機
的
連

携
の
確
保
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

り
重
要
に
な
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
高
度
の
専
門
的
な
能
力
及
び

’
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｢法曹となる人材の確保を（の）推進」の例

、
、
、
１
１
‐
↓
β
］
壱

○
裁
判
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
ぐ
●
｜

（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）

理
由

近
年
の
法
曹
養
成
制
度
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化
に
鑑
み
、
法
曹

と
な
る
人
材
の
確
保
の
推
進
等
を
図
る
た
め
、
司
法
修
習
生
に
対

し
、
修
習
給
付
金
を
支
給
す
る
制
度
の
創
設
等
を
行
う
必
要
が
あ

る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

｢司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携」の例

○
司
法
試
聯
し
及
び
裁
判
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）

理
由

修
習
と
の
有
機
的
連
携
を
図
る
た
め
、
司
法

科
大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
者
等
に
そ
の

こ
と
と
し
、
試
験
の
方
法
、
試
験
科
目
等
を

の
実
施
等
を
所
掌
す
る
機
関
と
し
て
法
曹
及

り
構
成
さ
れ
る
司
法
試
験
委
員
会
を
設
置
す

る
と
と
も
に
、
司
法
修
習
生
の
修
習
に
つ
い

な
く
と
も
一
年
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ

提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
と
司
法
試
験験
及
び
司
法
修
習
生
の

法
試
験
に
つ
い
て
、
法

の
受
験
資
格
を
認
め
る

を
改
め
る
ほ
か
、
試
験

及
び
学
識
経
験
者
に
よ

す
る
等
の
措
置
を
講
ず

い
て
、
そ
の
期
間
を
少

れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
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｢連携の下に～する」の例

、

、

１

ｊ

○
法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
諺
ｊ
他
の
一
般
職
の
国
家

公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
号
）

’
多
数
の
法
曹
の
養
成
を
実
現
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が

み
、
国
の
責
務
と
し
て
、
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般
職

の
国
家
公
務
員
が
法
科
大
学
院
に
お
い
て
教
授
、
助
教
授
そ
の
他

の
教
員
と
し
て
の
業
務
を
行
う
た
め
の
派
遣
に
関
し
必
要
な
事
項

に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出

す
る
理
由
で
あ
る
。

担
う
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
法
曹
の
養
成
に
関
係
す
る
機
関
の
密

接
な
連
携
及
び
相
互
の
協
力
の
下
に
将
来
の
法
曹
と
し
て
の
実
務

に
必
要
な
法
律
に
関
す
る
理
論
的
か
つ
実
践
的
な
能
力
（
各
種
の

専
門
的
な
法
分
野
に
お
け
る
高
度
の
能
力
を
含
む
。
）
を
備
え
た

理
由

法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
が
、’
司
法
修
習
生
の
修
習
と
の
有

謬
害
丙
の
一
期

｢～的かつ～に～」の例

○
子
ど
も
・
や
育
て
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
三
十
年
法
律
第
十
二
号
）

理
由

地
域
の
活
力
の
再
生

、
認
定
地
域
再
生
計
画

し
て
、
地
域
来
訪
者
等

基
づ
く
地
域
来
訪
者
等

等
を
追
加
す
る
と
と
も

整
備
計
画
に
基
づ
く
課

を
講
ず
る
必
要
が
あ
る

由
で
あ
る
。

を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め

に
基
づ
く
事
業
に
対
す
る
特
別
の
措
置
と

利
便
増
進
活
動
計
画
の
作
成
及
び
こ
れ
に

利
便
増
進
活
動
に
関
す
る
交
付
金
の
交
付

に
、
地
方
活
力
向
上
地
域
特
定
業
務
施
設

税
の
特
例
の
適
用
範
囲
の
拡
大
等
の
措
置

。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
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｢～べきことを規定する（定める） 」の例

○
障
害
者
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
ｒ
、
｜

（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
号
）

理
由

障
害
者
の
権
利
の
保
護
に
関
す
る
国
際
的
動
向
等
を
踏
ま
え
、

本
法
の
目
的
と
し
て
、
全
て
の
国
民
が
障
害
の
有
無
に
よ
っ
て
分

け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な

が
ら
共
生
す
る
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
掲
げ
る
と
と
も
に
、
障

害
者
に
対
す
る
差
別
の
禁
止
の
観
点
か
ら
社
会
的
障
壁
の
除
去
に

す
る
た
め
の
基
本
原
則
を
定
め
る
ほ
か
、
障
害
者
の
定
義
、
障
害

者
の
自
立
及
び
社
会
参
加
の
支
援
等
の
た
め
の
基
本
的
施
策
等
に

関
す
る
規
定
の
見
直
し
、
中
央
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
の
障
害

者
政
策
委
員
会
へ
の
改
組
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ

の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

つ
い
て
の
配
慮
が
さ
れ
る
べ
き
こ
と
そ
の
他
の
当
該
社
会
を
実
現

、
l
ノ

｢～を新たに規定する」の例

ノ

○
漁
業
法
夢
Ｌ
水
産
資
源
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
七
号
）

理
由

漁
業
生
産
力
の
向
上
等
に
資
す
る
た
め
、
指
定
漁
業
の
許
可
鋒

の
適
格
性
要
件
を
見
直
す
と
と
も
に
、
試
験
研
究
及
び
新
技
術
一

企
業
化
の
た
め
の
操
業
に
対
す
る
指
定
漁
業
の
許
可
等
の
手
続
令

上
等
に
資
す
る
た
め
、
指
定
漁
業
の
許
可
等

直
す
と
と
も
に
、
試
験
研
究
及
び
新
技
術
の

業
に
対
す
る
指
定
漁
業
の
許
可
等
の
手
続
を

新
た
に
規
定
す
る

無
許
可
操
業
等
に

措
置
を
講
ず
る
必

る
理
由
で
あ
る
。

要対ほ操見向由
●

か
、
農
林
水
産
省
令
又
は
規
則
に
違
反
し
た

す
る
規
制
に
関
す
る
規
定
の
整
備
等
所
要
の

が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
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｢～に関する制度の創設」の例

○
電
気
通
信
事

電
気
通
信

用
者
及
び
有

図
る
た
め
、

設
、
電
気
通

約
の
解
除
並

使
用
す
る
無

こ
れ
が
、
こ

、
一

業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
ｒ
律

（
平
成
二
十
七
年
法
律

理
由
事
業
の
公
正
な
競
争
の
促
進
、
電
気

料
放
送
の
役
務
の
国
内
受
信
者
の
利

電
気
通
信
事
業
の
登
録
の
更
新
に
関

信
役
務
及
び
有
料
放
送
の
役
務
の
提

び
に
本
邦
に
入
国
す
る
者
が
持
ち
込

線
局
に
係
る
規
定
の
整
備
等
を
行
う

の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

の
更
新
に
関
す
る
制
度
の
創

の
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契

者
が
持
ち
込
む
無
線
設
備
を

備
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

通
信
役
務
の
利

益
の
保
護
等
を

第
二
十
六
号
）

｢～（な）者に対する～資格の付与」の例

〆

○
司
法
制
序
嘩
革
の

理
由

司
法
制
度
改
革
の

簡
易
裁
判
所
の
管
轄
一

制
度
の
整
備
、
弁
護
，

調
停
官
が
裁
判
官
の
吟

主
宰
す
る
制
度
の
創
郵

関
係
事
務
に
従
事
し
、

改
革
の

対
す
る
弁
護
士
資
格
の
付
与
、
弁
護
士
の
綱
紀
・
懲
戒

備
、
外
国
法
事
務
弁
護
士
に
つ
い
て
の
弁
護
士
の
雇
用

士
と
の
共
同
事
業
等
に
関
す
る
規
制
の
緩
和
等
弁
護
士

法
事
務
弁
護
士
の
制
度
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

一
環
と
し
て
、
民
事
訴
訟
事
件
に
つ
い
て
の

の
管
轄
の
拡
大
及
び
民
事
訴
訟
等
の
費
用
に
関
す
る

・
弁
護
士
か
ら
任
命
さ
れ
る
民
事
調
停
官
及
び
家
事

判
官
の
権
限
と
同
等
の
権
限
を
も
っ
て
調
停
手
続
を

度
の
創
設
並
び
に
司
法
試
験
合
格
後
に
所
定
の
法
律

た
め
の
裁
判
所
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

か
つ
、

所
定
の
研
修
を
修
了
し
た
者
等
に

弁
護
士
の
綱
紀
・
懲
戒
制
度
の
整

い
て
の
弁
護
士
の
雇
用
及
び
弁
護

規
制
の
緩
和
等
弁
護
士
及
び
外
国

を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、

、イ‐5 －



｢司法試験の受験資格」の例

、
！

○
司
法
試
験
法
及
び
裁
判
所
法
の
一
部
を
改
了
う
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）

理
由

法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
と
司
延

修
習
と
の
有
機
的
連
携
を
図
る
た
め
、

科
大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
者
等
』

こ
と
と
し
、
試
験
の
方
法
、
試
験
科
［

の
実
施
等
を
所
掌
す
る
機
関
と
し
て
理

り
構
成
さ
れ
る
司
法
試
験
委
員
会
を
諮

る
と
と
も
に
、
、
司
法
修
習
生
の
修
習
』

な
く
と
も
一
年
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 修

了
し
た
者
等
に

教
育
と
司
法

そ
の
受
験
資
格
を
認
め
る

方
法
、
試
験
科
目
等
を
改
め
る
ほ
か
、
試
験

る
機
関
と
し
て
法
曹
及
び
学
識
経
験
者
に
よ

試
験
委
員
会
を
設
置
す
る
等
の
措
置
を
講
ず

修
習
生
の
修
習
に
つ
い
て
、
そ
の
期
間
を
少

る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を

試
験
及
び
司
法
修
習
生
の

司
法
試
験
に
つ
い
て
、
法

（
～

'~、

’
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法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表

○
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
…
：
：
：
：
：
：
…
：
１

○
裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
）

○
司
法
試
験
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）

○
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
：
：
…
：
…
…
：
…
…
…
：
…
：
：
：
：
：
…
…
：
…
…
…
…
…
９
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○
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）

（
法
曹
養
成
の
基
本
瑳
念
）
（
法
曹
養
成
の
基
本
理
念
）

二
条
法
曹
の
養
成
は
、
国
の
規
制
の
撤
廃
又
は
緩
和
の
一
層
の
第
二
条
法
曹
の
養
成
は
、
国
の
規
制
の
撤
廃
又
は
緩
和
の
一
層
の

涯
展
そ
の
他
の
内
外
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
よ
り
自
進
展
そ
の
他
の
内
外
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
よ
り
自

田
か
つ
公
正
な
社
会
の
形
成
を
図
る
上
で
法
及
び
司
法
の
果
た
す
由
か
つ
公
正
な
社
会
の
形
成
を
図
る
上
で
法
及
び
司
法
の
果
た
す

べ
き
役
割
が
よ
り
重
要
な
も
の
と
な
り
、
多
様
か
つ
広
範
な
国
民
べ
き
役
割
が
よ
り
重
要
な
も
の
と
な
り
、
多
様
か
つ
広
範
な
国
民

の
要
請
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
高
度
の
専
門
的
な
法
律
知
識
、
の
要
請
に
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
高
度
の
専
門
的
な
法
律
知
識

帽
広
い
教
養
、
国
際
的
な
素
養
、
豊
か
な
人
間
性
及
び
職
業
倫
理
、
幅
広
い
教
養
、
国
際
的
な
素
養
、
豊
か
な
人
間
性
及
び
職
業
倫

を
備
え
た
多
数
の
法
曹
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
国
の
理
を
備
え
た
多
数
の
法
曹
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み

機
関
、
大
学
そ
の
他
の
法
曹
の
養
成
に
関
係
す
る
機
関
の
密
接
な
、
国
の
機
関
、
大
学
そ
の
他
の
法
曹
の
養
成
に
関
係
す
る
機
関
の

埋
携
の
下
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
密
接
な
連
携
の
下
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ

と
す
る
。
、
る
も
の
と
す
る
。

一
法
科
大
学
院
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
一
法
科
大
学
院
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十

六
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
門
職
大
学
院
で
あ
六
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
門
職
大
学
院
で
あ

っ
て
、
法
曹
に
必
要
な
学
識
及
び
能
力
を
培
う
こ
と
を
目
的
と
っ
て
、
法
曹
に
必
要
な
学
識
及
び
能
力
を
培
う
こ
と
を
目
的
と

す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
司
法
試
験
及
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
法
曹
の
養
成

び
司
法
修
習
生
の
修
習
と
の
有
機
的
連
携
の
下
に
、
法
曹
の
養
の
た
め
の
中
核
的
な
教
育
機
関
と
し
て
、
各
法
科
大
学
院
の
創

成
の
た
め
の
中
核
的
な
教
育
機
関
と
し
て
、
各
法
科
大
学
院
の
意
を
も
っ
て
、
入
学
者
の
適
性
の
適
確
な
評
価
及
び
多
様
性
の

創
意
を
も
っ
て
、
入
学
者
の
適
性
の
適
確
な
評
価
及
び
多
様
性
確
保
に
配
慮
し
た
公
平
な
入
学
者
選
抜
を
行
い
、
少
人
数
に
よ

の
確
保
に
配
慮
し
た
公
平
な
入
学
者
選
抜
を
行
い
、
少
人
数
に
る
密
度
の
高
い
授
業
に
よ
り
、
将
来
の
法
曹
と
し
て
の
実
務
に

よ
る
密
度
の
高
い
授
業
に
よ
り
、
将
来
の
法
曹
と
し
て
の
実
務
必
要
な
学
識
及
び
そ
の
応
用
能
力
（
弁
論
の
能
力
を
含
む
。
次

に
必
要
な
学
識
（
専
門
的
な
法
律
の
分
野
に
関
す
る
も
の
を
含
条
第
三
項
に
お
伽
て
同
じ
。
）
並
び
に
法
律
に
関
す
る
実
務
の

む
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
応
用
能
力
（
基
礎
的
素
養
を
酒
養
す
る
た
め
の
理
論
的
か
つ
実
践
的
な
教
育

弁
論
の
能
力
を
含
む
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
法
律
を
体
系
釣
に
実
施
し
、
そ
の
上
で
鼓
洛
な
戎
漬
評
価
及
び
修
了

r、

（
一

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

－1－

ー

改
正
案

現
行



（
大
学
の
責
務
）

第
四
条
大
学
は
、
法
曹
養
成
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
法
科
大

学
院
に
お
け
る
教
育
の
充
実
に
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
努
め
る
も

の
と
す
る
．

（
国
の
責
務
）

第
三
条
国
は
、

念
」
と
い
う
。

第
五
条
法
科
大
学
院
を
設
置
す
る
大
学
は
、
当
該
法
科
大
学
院
に

に
お
け
る
教
育
の
充
実
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
法
科
大

学
院
に
お
け
る
教
育
と
司
法
試
験
及
び
司
法
修
習
生
の
修
習
と
の

有
機
的
連
携
を
図
る
責
務
を
有
す
る
。

２
～
５
（
略
）

Ⅱ

1

1表
す
る
も
の
と
す
る
。

多
様
な
入
学
者
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公

お
け
る
教
育
の
充
実
及
び
将
来
の
法
曹
と
し
て
の
適
性
を
有
す
る

充
実
（
第
六
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
連
携
法
曹
基
礎
課
程

と
段
階
的
か
つ
体
系
的
に
実
施
し
、
そ
の
上
で
厳
格
な
成
績
評

価
及
び
修
了
の
認
定
を
行
う
こ
と
。

二
・
三
（
略
）

一
当
該
法
科
大
学
院
の
教
育
課
程
並
び
に
当
該
教
育
課
程
を
履

（
法
科
大
学
院
の
教
育
課
程
等
の
公
表
）

修
す
る
上
で
求
め
ら
れ
る
学
識
及
び
能
力

も
の
か
ら
応
用
的
又
は
選
択
に
よ
り
履
修
さ
せ
る
べ
き
も
の
へ

か
ん

に
関
す
る
実
務
の
基
礎
的
素
養
を
酒
養
す
る
た
め
の
理
論
的
か

つ
実
践
的
な
教
育
を
基
礎
的
又
は
共
通
し
て
履
修
さ
せ
る
べ
き

前
条
の
基
本
理
念
（
以
下
「
法
曹
養
成
の
基
本
理

）
に
の
っ
と
り
、
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
の

（
大
学
の
責
務
）

第
四
条
（
同
上
）

（
国
の
責
務
）

第
三
条
国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
以
下
「
法
曹
養
成
の
基
本
理

念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
の

充
実
並
び
に
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
と
司
法
試
験
及
び
司
法

修
習
生
の
修
習
と
の
有
機
的
連
携
を
図
る
責
務
を
有
す
る
。

２
～
５
（
略
）

（
新
設
）

一

一

■

一

一

一

へ

略
一

の
認
定
を
行
う
こ
と
。
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21

’
第
六
条
法
科
大
学
院
を
設
置
す
る
大
学
は
、
当
該
法
科
大
学
院
に

’ 四’ 三|況'二’二’ ’ 成
連
携
協
定
が
適
当
で
あ
る
旨
の
文
部
科
学
大
臣
の
認
定
を
受
け

大
学
院
に
お
け
る
教
育
と
の
円
滑
な
接
続
に
関
す
る
協
定
（
以
下

す
る
大
学
と
、
当
該
課
程
に
お
け
る
教
育
の
実
施
及
び
当
該
法
科

五’お
け
る
教
育
と
の
円
滑
な
接
続
を
図
る
た
め
の
課
程
を
置
こ
う
と

六
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項

る
こ
と
が
で
き
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一
法
曹
養
成
連
携
協
定
の
目
的
と
な
る
法
科
大
学
院
（
以
下
「

「
法
曹
養
成
連
携
協
定
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
、
当
該
法
曹
養

（
法
曹
養
成
連
携
協
定
の
締
結
等
）

状
況 当

該
法
科
大
学
院
に
お
け
る
修
了
の
認
定
の
基
準
及
び
実
施

ｌ状況準
及
び
実
施
状
況

法
律
第
百
四
十
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
基

連
携
法
曹
基
礎
課
程
に
お
け
る
教
育
課
程
の
編
成
そ
の
他
の
連

連
携
法
科
大
学
院
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
法
科
大
学
院
に
お

及
び
能
力
を
修
得
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
教
育
を
行
う
た
め
の

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
連
携
法
曹
基
礎
課
程
」
と
い
う
。
）

け
る
教
育
と
の
円
滑
な
接
続
を
図
る
た
め
の
大
学
の
課
程
（
以

法
曹
養
成
連
携
協
定
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め

当
該
法
科
大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
者
の
進
路
に
関
す
る

当
該
法
科
大
学
院
に
お
け
る
司
法
試
験
法
（
昭
和
二
十
四
年

連
携
法
科
大
学
院
の
入
学
者
に
求
め
ら
れ
る
基
礎
的
な
学
識

当
該
法
科
大
学
院
に
お
け
る
成
績
評
価
の
基
準
及
び
実
施
状

（
新
設
）
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31八'七'六’四’ 三’ 二’ ’ ’ 四'三’す
る
も
の
と
す
る
。

五
連
携
法
曹
基
礎
課
程
を
修
了
し
て
連
携
法
科
大
学
院
に
入
学

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を

一
連
携
法
科
大
学
院
を
設
置
す
る
大
学
が
ゞ
当
該
連
携
法
科
大

曹
養
成
連
携
協
定
の
内
容
が
、
連
携
法
曹
基
礎
課
程
の
学
生
の

科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
連
携
法
曹
基
礎
課
程
に
お

学
院
の
教
育
課
程
、
教
員
組
織
そ
の
他
教
育
研
究
活
動
の
状
況

と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

け
る
科
目
の
単
位
の
修
得
の
状
況
を
踏
ま
え
た
選
抜
を
行
う
こ

不
利
益
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

を
受
け
て
い
る
こ
と
。

う
．
）
に
つ
い
て
、
第
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
適
格
認
定

る
教
育
と
の
円
滑
な
接
続
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す

ｌ
る
事
項

し
よ
う
と
す
る
者
を
対
象
と
す
る
入
学
者
選
抜
に
関
し
、
文
部

な
連
携
法
科
大
学
院
を
設
置
す
る
大
学
の
協
力
に
関
す
る
事
項

携
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
と
連
携
法
曹
基
礎
課
程
に
お
け

し
よ
う
と
す
る
者
を
対
象
と
す
る
入
学
者
選
抜
の
方
法

文
部
科
学
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
に
係
る
申
請
が
次
の
各
号

（
第
十
二
条
に
お
い
て
単
に
「
教
育
研
究
活
動
の
状
況
」
と
い

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
連
携
法
科
大
学
院
に
お
け

連
携
法
曹
基
礎
課
程
を
修
了
し
て
連
携
法
科
大
学
院
に
入
学

法
曹
養
成
連
携
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
そ
の
他
の
法

法
曹
養
成
連
携
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置

連
携
法
曹
基
礎
課
程
に
お
け
る
成
績
評
価
の
基
準

法
曹
養
成
連
携
協
定
の
有
効
期
間

連
携
法
曹
基
礎
課
程
に
お
け
る
教
育
の
実
施
の
た
め
に
必
要

そ
の
他
必
要
な
事
項

－4－



第
八

条 ’Ｉ
第
九
条
法
科
大
学
院
を
設
置
す
る
大
学
は
、

21 第
七
条
連
携
法
科
大
学
院
を
設
置
す
る
大
学
は
、
前
条
第
一
項
の

す
る
と
き
は
、

ｌ
い
・
携
協
定
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
定
め
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と

（
法
曹
養
成
連
携
協
定
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
大
学
に
対
す
る
協

ｌ
力
） ’ ’

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
変
更
の
認
定
に
つ
い
て
準
用

Ｉ
す
る
。

認
定
を
受
け
た
法
曹
養
成
連
携
協
定
（
以
下
「
認
定
法
曹
養
成
連

当
該
課
程
の
教
育
課
程
の
編
成
に
関
し
参
考
と
な
る
情
報
の
提
供

大
学
院
に
お
け
る
教
育
と
の
円
滑
な
接
続
を
図
る
た
め
の
課
程
を

置
き
法
曹
養
成
連
携
協
定
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
大
学
に
対
し
、

と
き
は
、
第
六
条
第
一
項
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

二
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
認
定
法
曹
養
成
連
携
協
定
に
お
い

一
認
定
法
曹
養
成
連
携
協
定
の
内
容
が
、
同
条
第
三
項
各
号
に

（
認
定
の
取
消
し
）

（
法
曹
養
成
連
携
協
定
の
変
更
）

合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

続
に
資
す
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適

て
定
め
ら
れ
た
事
項
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る

１
，
シ
」
延
雲
ご
◎

る
教
育
と
連
携
法
曹
基
礎
課
程
に
お
け
る
教
育
と
の
円
滑
な
接

適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
。

文
部
科
学
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

文
部
科
学
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

、

）
そ
の
設
置
す
る
法
科

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

ノ ｝
ノ

、ノ

ザ

－5－
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1口
第
十
条
大
学
は
、
そ
の
設
置
す
る
法
科
大
学
院
の
入
学
者
の
適
性

第
十
二
条
文
部
科
学
大
臣
は
、
法
科
大
学
院
の
教
育
研
究
活
動
の

状
況
に
つ
い
て
の
評
価
を
行
う
者
の
認
証
の
基
準
に
係
る
学
校
教

育
法
第
百
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
細
目
を
定
め
る
と
き
は
、
そ

の
者
の
定
め
る
法
科
大
学
院
に
係
る
同
法
第
百
九
条
第
四
項
に
規

第
十
一
条
文
部
科
学
大
臣
は
、
法
科
大
学
院
に
係
る
学
校
教
育
法

三’ 二’ ’ 行
う
も
の
と
す
る
。

す
る
事
項
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
適
切
な
配
慮
を

抜
の
実
施
方
法
、
実
施
時
期
そ
の
他
の
入
学
者
選
抜
の
実
施
に
関

養
成
の
基
本
理
念
を
踏
ま
え
た
も
の
と
な
る
よ
う
に
意
を
用
い
な

第
三
条
に
規
定
す
る
設
置
基
準
（
以
下
単
に
「
設
置
基
準
」
と
い

の
適
確
な
評
価
及
び
多
様
性
の
確
保
に
資
す
る
よ
う
、
入
学
者
選

そ
の
他
の
協
力
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
科
大
学
院
の
適
格
認
定
等
）

う
。
）
を
定
め
る
と
き
は
、
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
が
法
曹

一
就
業
者
そ
の
他
の
職
業
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
法
科
大

（
法
科
大
学
院
に
係
る
設
置
基
準
）

（
職
業
経
験
を
有
す
る
者
等
へ
の
配
慮
）

法
科
大
学
院
に
入
学
し
よ
う
と
す
る
者
及
び
同
法
第
百
二
条
第

科
大
学
院
に
入
学
し
よ
う
と
す
る
者

学
院
に
入
学
し
よ
う
と
す
る
者

二
項
の
規
定
に
よ
り
法
科
大
学
院
に
入
学
し
よ
う
と
す
る
者

学
校
教
育
法
第
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
大
学
を
卒
業
し
て

法
学
を
履
修
す
る
課
程
以
外
の
大
学
の
課
程
を
修
了
し
て
法

（
法
科
大
学
院
の
適
確
認
定
等
）

’
第
五
条
文
部
科
学
大
臣
は
、
法法
科

（
新
設
）

（
新
設
）

の
状
況
」
と
い
う
。
〉
に
つ
い
て
の
評
価
を
行
う
者
の
認
証
の
基

準
に
係
る
学
校
教
育
法
第
百
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
細
目
を
定

識
そ
の
他
教
育
研
究
活
動
の
状
況
（
以
下
単
に
「
教
育
研
究
活
動

大
学
院
の
教
育
課
程
、

教
員
組

－6－
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実
施
状
況
を
含
め
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４
大
学
は
、
そ
の
設
置
す
る
法
科
大
学
院
の
教
育
研
究
活
動
の
状

況
に
つ
い
て
法
科
大
学
院
評
価
基
準
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
認
証

評
価
機
関
の
認
定
（
第
六
項
に
お
い
て
「
適
格
認
定
」
と
い
う
。

）
を
受
け
る
よ
う
、
そ
の
教
育
研
究
水
準
の
向
上
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

５
．
６
（
略
）

第
十
三
条
法
務
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
は
、
法
科
大
学
院
に
お

け
る
教
育
の
充
実
及
び
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
と
司
法
試
験

２
学
校
教
育
法
第
百
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
証
評
価
機
関
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
認
証
評
価
機
関
」
と
い
う
。
）
が

行
う
法
科
大
学
院
の
教
育
研
究
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
の
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
認
証
評
価
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「

認
証
評
価
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
当
該
法
科
大
学
院
の
教

育
研
究
活
動
の
状
況
が
法
科
大
学
院
評
価
基
準
に
適
合
し
て
い
る

か
否
か
の
認
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
す
る
大
学
評
価
基
準
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
科
大
学
院

評
価
基
準
」
と
い
う
。
）
の
内
容
が
法
曹
養
成
の
基
本
理
念
（
こ

れ
を
踏
ま
え
て
定
め
ら
れ
る
法
科
大
学
院
に
係
る
設
置
基
準
を
含

む
。
）
を
踏
ま
え
た
も
の
と
な
る
よ
う
に
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

い
て
当
該
連
携
法
科
大
学
院
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
の

の
認
証
評
価
に
つ
い
て
は
、
当
該
認
定
法
曹
養
成
連
携
協
定
に
お

っ
て
い
る
連
携
法
科
大
学
院
の
教
育
研
究
活
動
の
状
況
に
つ
い
て

（
法
務
大
臣
と
文
部
科
学
大
臣
と
の
関
係
）

認
証
評
価
機
関
が
行
う
認
定
法
曹
養
成
連
携
協
定
の
目
的
と
な

｝

（
法
務
大
臣
と
文
部
科
学
大
臣
と
の
関
係
）

’
第
六
条
（
同
上
）

３
大
学
は
、
そ
の
設
置
す
る
法
科
大
学
院
の
教
育
研
究
活
動
の
状

況
に
つ
い
て
法
科
大
学
院
評
価
基
準
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
認
証

評
価
機
関
の
認
定
（
第
五
項
に
お
い
て
「
適
格
認
定
」
と
い
う
。

）
を
受
け
る
よ
う
、
そ
の
教
育
研
究
水
準
の
向
上
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４
．
５
（
略
）

る
同
法
第
三
条
に
規
定
す
る
設
置
基
準
を
含
む
。
）
を
踏
ま
え
た

も
の
と
な
る
よ
う
に
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
学
校
教
育
法
第
百
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
証
評
価
機
関
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
認
証
評
価
機
関
」
と
い
う
。
）
が

行
う
法
科
大
学
院
の
教
育
研
究
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
の
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
認
証
評
価
（
第
四
項
に
お
い
て
単
に
「
認
証

評
価
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
当
該
法
科
大
学
院
の
教
育
研

究
活
動
の
状
況
が
法
科
大
学
院
評
価
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
否

か
の
認
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

め
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
定
め
る
法
科
大
学
院
に
係
る
同
法
第
百

九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
大
学
評
価
基
準
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
法
科
大
学
院
評
価
基
準
」
と
い
う
。
）
の
内
容
が
法
曹
養
成

の
基
本
理
念
（
こ
れ
を
踏
ま
え
て
定
め
ら
れ
る
法
科
大
学
院
に
係

－7－
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と
の
有
機
的
連
携
の
確
保
を
図
る
た
め
、
相
互
に
協
力
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
文
部
科
学
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
２
（
同
上
）

そ
の
旨
を
法
務
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
法
務
大
臣
は
、
文
部
科
学
大
臣
に
対
し
、
必
要
な
意
見
を

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
務
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
は
、
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教

育
と
司
法
試
験
と
の
有
機
的
連
携
を
確
保
す
る
た
め
、
必
要
が
あ

意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
略
）

合
に
お
い
て
、
文
部
科
学
大
臣
は
、
法
務
大
臣
に
対
し
、
必
要
な

定
し
、
又
は
こ
れ
を
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め

、
そ
の
旨
を
文
部
科
学
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

を
求
め
、
又
は
大
学
そ
の
他
の
法
曹
の
養
成
に
関
す
る
機
関
の
意

見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
他
の
法
曹
の
養
成
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
相
互
に
協
議

る
と
認
め
る
と
き
は
、

一
法
科
大
学
院
に
係
る
設
置
基
準
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
改
廃

し
よ
う
と
す
る
と
き
。

二
。
三
（
略
）

法
務
大
臣
は
、
司
法
試
験
法
第
四
条
第
二
項
の
法
務
省
令
を
制

法
科
大
学
院
の
学
生
の
収
容
定
員
の
総
数

1

4131

一
法
科
大
学
院
に
係
る
学
校
教
育
法
第
三
条
に
規
定
す
る
設
置

基
準
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

二
・
三
（
略
）

（
新
設
）

き
は
、
法
務
大
臣
に
対
し
、
協
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

文
部
科
学
大
臣
は
、
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
と
司
法
試
験

と
の
有
機
的
連
携
を
確
保
す
る
た
め
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

へ

略
一

f

－8－



○
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

1
1

Lノ
〆

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

－9－

第
百
二
条
（
略
）

②
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
学
院
を
置
く
大
学
は
、

文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
八
十
三
条
の
大
学

に
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
年
数
以
上
在
学
し
た
者
（
こ
れ
に
準

ず
る
者
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
っ

て
、
当
該
大
学
院
を
置
く
大
学
の
定
め
る
単
位
を
優
秀
な
成
績
で

修
得
し
た
と
認
め
る
も
の
（
当
該
単
位
の

に
準
ず
る
も
の
と
し
て

、

文
部
科
学
大
臣
が

こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
及
び
資
質
を
修
得
定

の
状
況
及
び
こ

め
る
も
の
に

有
す
る
と

認

基
づ

れき

め
る
も
の

を
含
む
。
）
を
、
当
該
大
学
院
に
入
学
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

改
正
案

第
百
二
条
（
略
）

②
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
学
院
を
置
く
大
学
は
、

文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
八
十
三
条
の
大
学

に
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
年
数
以
上
在
学
し
た
者
（
こ
れ
に
準

ず
る
者
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
っ

て
、
当
該
大
学
院
を
置
く
大
学
の
定
め
る
単
位
を
優
秀
な
成
績
で

修
得
し
た
と
認
め
る
も
の
を
、
当
該
大
学
院
に
入
学
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

現
行



○
’2 2

一

司
法
試
験
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）

； ｜
Ｐ
排
何

条公
開
ケ

．I ノ

〃
最
恢
の
四
円

］
叩
、
笏
〃
ｖ
到
守
乞
唱
ｂ
ｗ
ｖ
１
ｖ
餌

字
院
課
程
」
唖

の
最
初
の
四
目

賑
騒
α
受
診
資
梍
等
）

則
法
試
験
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

↑
定
め
る
期
間
に
お
い
て
受
け
る

、
大
学
院
（
学
校
教
育
法
（
昭
和

1

Ｈ
馳
雁
広
認

少
グ
“

’
＄。’ Z

の程1
四一0
円 1至 り

( ノ
や 一

〆
嘉
妙
土
恒
所
叱
と
碑

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

昨
砂
了
崩

目
約
と

－10－

改
正
案

現
行
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者
で
あ
っ
て
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
科
大
学

院
を
設
置
す
る
大
学
の
学
長
が
、
当
該
法
科
大
学
院
課
程
に
お
い

て
所
定
科
目
単
位
（
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁
護
士
と
な
ろ
う
と

す
る
者
に
必
要
な
学
識
及
び
そ
の
応
用
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か

修
了
の
日
後
の
最
初
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
吹
項
の
規
定
に
基
づ

合
に
お
け
る
同
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
そ
の

司
法
試
験
を
受
け
た
者
が
、
当
該
法
科
大
学
院
課
程
の
修
了
を
理

由
と
し
て
前
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
司
法
試
験
を
受
け
た
場

を
司
法
試
験
に
よ
り
判
定
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
法
務

省
令
で
定
め
る
科
目
の
単
位
を
い
う
。
）
を
修
得
し
て
お
り
、
か

つ
、
司
法
試
験
が
行
わ
れ
る
日
の
属
す
る
年
の
四
月
一
日
か
ら
一

年
以
内
に
当
該
法
科
大
学
院
課
程
を
修
了
す
る
見
込
み
が
あ
る
と

学
し
て
い
た
法
科
大
学
院
課
程
を
修
了
又
は
退
学
し
た
後
の
期
間

前
項
に
定
め
る
期
間
に
あ
っ
て
は
、
司
法
試
験
を
受
け
た
際
に
在

学
の
学
長
の
認
定
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
にＩ

す
る
法
科
大
学
院
課
程
の
在
学
及
び
法
科
大
学
院
を
設
置
す
る
大

験
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

き
当
該
法
科
大
学
院
課
程
に
在
学
し
て
い
る
間
に
最
初
に
司
法
試

程
に
在
学
し
て
い
る
間
に
最
初
に
司
法
試
験
を
受
け
た
日
の
属
す

る
年
の
四
月
一
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
に
お
い
て

認
め
た
も
の
は
、
こ
の
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
法
科
大
学
院
課

対
応
す
る
受
験
期
間
（
第
一
項
各
号
及
び
前
項
に
定
め
る
期
間
（

司
法
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
項
の
規
定
に
基
づ
き

を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
他
の
受
験
資
格
に
基
づ

い
て
司
法
試
験
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

に
係
る
受
験
資
格
（
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
法
科
大
学
院
課
程

の
修
了
若
し
く
は
司
法
試
験
予
備
試
験
の
合
格
又
は
前
項
に
規
定

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
司
法
試
験
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
受
験

21
い
て
同
じ
。
）
に
対
応
す
る
受
験
期
間
（
前
項
各
号
に
定
め
る
期

間
を
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
他
の
受
験
資
格
に
基
づ
い
て
司
法

試
験
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

係
る
受
験
資
格
（
同
項
各
号
に
規
定
す
る
法
科
大
学
院
課
程
の
修

了
又
は
司
法
試
験
予
備
試
験
の
合
格
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

前
項
の
規
定
に
よ
り
司
法
試
験
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
受
験
に

‘
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第
六
条
法
務
大
臣
は
、

定
め
る
科
目
の
う
ち
受
験
者
の
あ
ら
か
じ
め
選
択
す
る
一
科
目

三
法
律
実
務
基
礎
科
目
（
法
律
に
関
す
る
実
務
の
基
礎
的
素
養

（
実
務
の
経
験
に
よ
り
修
得
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い

て
の
科
目
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

４
．
５
（
略
）

若
し
く
は
第
五
項
の
法
務

す
る
と
き
は
、
司
法
試
験

な
い
。

（
司
法
試
験
委
員
会
の
意
見
の
聴
取
）

司
法
試
験
予
備
試
験
）

条
（
略
）

短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、

○

憲
法
行
政
法

民
法
商
法
民
事
訴
訟
法

刑
法
刑
事
訴
訟
法

一
般
教
養
科
目

論
文
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、

し
た
者
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る

前
項
第

専
門
的
な
法
律
の
分
野
に
関
す
る
科
目
と
し
て
法
務
省
令
で

一

号
か
ら
第
七
号
ま
で

第
三
条
第
三
項
又
は
前
条
第
三
項
第
二
号

務
省
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
し
よ
う
と

験
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら

短
答
式

科
目
に
唇
式

次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
．
行

に
よ
る
筆
記
試
験
に
合

目
に
つ
い
て
行
う
。

に
掲
げ
る
科
目

／

（
司
法

第
六
条

（
司
法
試
験
予
備
試
験
）

第
五
条
（
略
）

２
（
同
上
）

３
（
同
上
）

４
．
５

’二
（
同
上
）

又
は
前
条
第
五
項
の
法

す
る
と
き
は
、
司
法
試

な
い
。

一
前
項
各
号
に
掲
げ
る
科
目

（
新
設
）

一

；

八

試
験
委
員
会

法
務
大
臣
は

条
第
五
項
の

き
は
、
司
法

へ

略
一

（
同
上
ー

（ノ
､ －－〆の

意
見
の
聴
取
）

、
第
三
条
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
三
項

法
務
省
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
し
よ
う
と

試
験
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら

-12-
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○

裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
）

（

'､~ノ

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

－14－

第
六
十
六
条
（
採
用
）
司
法
修
習
生
は
、
司
法
試
験
に
合
格
し
た

者
（
司
法
試
験
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）
第
四
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
司
法
試
験
を
受
け
、
こ
れ
に
合
格
し

た
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
合
格
の
発
表
の
日
の
属
す
る
年
の
四
月

一
日
以
降
に
法
科
大
学
院
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
二
十
六
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
門
職
大
学
院

で
あ
っ
て
、
法
曹
に
必
要
な
学
識
及
び
能
力
を
培
う
こ
と
を
目
的

と
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
課
程
を
修
了
し
た
も
の
に
限
る
。
）

の
中
か
ら
、
最
高
裁
判
所
が
こ
れ
を
命
ず
る
。

②
（
略
）

改
正
案

第
六
十
六
条
（
採
用
）
司
法
修
習
生
は
、
司
法
試
験
に
合
格
し
た

者
の
中
か
ら
、
最
高
裁
判
所
が
こ
れ
を
命
ず
る
。

②
（
略
）

現

行


